
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  個人事業者の慰安旅行                   

Ｑ：私は、個人事業を営んでいますが、慰

安旅行に行こうかと計画しています。この場

合の費用はどのような取扱いになりますか？                         

                                             

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

個人事業者が支出する慰安旅行費用は、次

のように取り扱われます。 

 【必要経費になる場合】 

 ①社会通念上一般に行われていると認められ

るものは必要経費になります。 

 ②青色事業専従者の旅行費用は、他に従業員

がいる場合は、従業員として①に準じて取

り扱うことができます。 

 ③事業主の旅行費用は、その旅行に参加する

ことが、従業員の監督その他の面からみて

どうしても必要であると判断される場合に

は、必要経費に算入できます。 

 【注意点】 

  必要経費となる旅行とは、次のすべての要

件を満たす旅行をいい、この要件を満たさな

い旅行にかかる費用は給与として扱われます。 

  ・旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合に

は、目的地の滞在日数)以内であること 

  ・旅行に参加する従業員の数が全従業員の

50%以上であること 

  なお、上記要件を満たしている場合であっ

ても、参加者が事業主と事業専従者だけとい

う場合は、家事費として取り扱われることと

されています。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１４年）平成２６年   月   日 金曜日 ０１３１

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

5 0 9 9  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

